
実
績
や
資
格
も
対
象
に

調
査
は
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
を
請
け
負
っ
て
い
る
全

業
者
が
対
象
。
建
設
業
者
、

メ
ー
カ
ー
、
工
務
店
以
外

に
住
宅
設
備
、
ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
関
係
業
者
も
含
ま

れ
る
。
調
査
に
は
工
事
の

内
容
や
金
額
な
ど
の
実
績

の
ほ
か
、
従
業
員
の
職
能

資
格
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

新
資
格
創
設
は

大
手
の
参
入
支
援

国
土
交
通
省
は
、
実
際

に
摘
発
さ
れ
た
悪
質
リ
フ
ォ
ー

ム
業
者
の
大
半
が
無
許
可

業
者
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

実
態
調
査
に
も
と
づ
き
、

資
格
制
度
創
設
な
ど
の
対

策
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。

リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
を
フ
ル

イ
に
か
け
整
理
淘
汰
を
は

か
ろ
う
と
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
姉
歯
問
題
を

逆
手
に
と
り
、
弱
肉
強
食

の
建
築
法
制
へ
の
転
換
を

図
ろ
う
と
す
る
手
法
と
同

じ
で
あ
る
。

リ
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
規

模
は
、
〇
四
年
で
五
兆
五

百
億
円
と
推
計
さ
れ
て
い

る
。
一
件
当
た
り
に
す
れ

ば
少
額
な
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
を
担
っ
て
き
た
の
は
、

小
規
模
建
設
業
者
や
一
人

親
方
層
だ
。
し
か
し
、
住

宅
市
場
が
リ
フ
ォ
ー
ム
市

場
へ
移
行
す
る
の
は
時
間

の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

地
元
業
者
育
成
こ
そ

最
大
の
悪
質
業
者
対
策

リ
フ
ォ
ー
ム
市
場
に
大

手
住
宅
企
業
や
住
設
機
器

メ
ー
カ
ー
な
ど
が
参
入
す

る
た
め
道
を
ど
う
つ
く
る

か
が
、
弱
肉
強
食
の
市
場

原
理
を
す
す
め
る
政
府
与

党
の
本
当
の
狙
い
だ
。

悪
質
業
者
は
、
手
練
手
管

で
信
用
あ
る
業
者
を
装
う
。

制
度
を
す
り
抜
け
、
資
格

取
得
さ
れ
て
は
意
味
が
な

い
。
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
な

ど
で
、
ま
じ
め
な
地
元
業

者
の
育
成
を
図
る
積
極
策

こ
そ
重
要
で
は
な
い
か
。
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住まいのネットワークは規約も会費もないゆ

るやかな組織で、この情報誌を読むことが会員

の資格です。学習・交流を通じ、中小業者の協

同化を目指しています。

石綿作業主任者講習実施日程

11月11･12日：川口鳩ヶ谷支部

11月13･14日：技術研修センター

11月18･19日：入間勤労福祉センター

11月20･21日：技術研修センター

【受講料】10,000円

申し込みは所属支部へ

発 行 所：埼玉土建一般労働組合

さいたま市南区鹿手袋6－18－12

電 話 048-863-6293

国
交
省
は
来
年
度
、
全
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
を
対
象
に
、
経
営
状
況
に
つ
い
て
初
の

実
態
調
査
を
行
う
と
決
め
た
。
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
〇
八
年
度
に
は
新
た
な

業
者
資
格
制
度
の
創
設
を
進
め
る
方
針
。
業
者
選
別
に
つ
な
が
る
危
険
な
動
き
だ
。

警
視
庁
の
調
べ
に
よ
る
と
、
今

年
一
月
～
六
月
の
悪
質
リ
フ
ォ
ー

ム
事
件
の
被
害
者
は
前
年
比
の
二
．

五
倍
の
二
万
四
千
人
に
の
ぼ
る
。

被
害
総
額
は
前
年
比
三
〇
億
円
増

多
い
約
一
五
〇
億
円
。
国
交
省
は

昨
年
か
ら
無
許
可
の
悪
質
業
者
に

対
す
る
監
督
を
強
化
し
て
い
る
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い

て
は
疑
問
が
残
る
。

プ
ロ
に
頼
む
と
二
〇
～
三
〇
万
は
か

か
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
格
安
で
開
設
で

き
ま
す
。
約
二
〇
種
類
の
デ
ザ
イ
ン
か

ら
好
き
な
デ
ザ
イ
ン
を

選
び
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
載
せ
た
い
写
真
や
、

説
明
文
を
準
備
す
る
だ

け
。
編
集
は
す
べ
て
業

者
が
行
い
ま
す
。
「
開
設
し
た
い
け
ど

パ
ソ
コ
ン
が
苦
手
」
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
お
金
が
か
か
る
」
な
ん
て
思
っ
て
い

る
方
は
、
ぜ
ひ
説
明
会
に
参
加
下
さ
い
！

開
設
支
援
説
明
会

【
日
時
】
一
〇
月
一
七
日
（
火
）
夜
七

時
半
【
場
所
】
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー

【
参
加
費
】
無
料
※
た
だ
し
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
開
設
に
は
三
万
円
程
度
か
か
り
ま

す
【
申
し
込
み
】
所
属
支
部
ま
で

※
問
い
合
わ
せ
は
埼
玉
土
建
本
部
ま
で

℡
０
４
８
ー
８
６
３
ー
６
２
９
３

２０種類以上のデザインから選べ

る。（上の画像はイメージ）



【現　行】 任意。利用率は新築住宅の1割

【改訂後】 保険、供託、信託、などですべての住

宅について保証資力を確保

【現　行】 1級建築士はすべての設計が可能

【改訂後】 一定規模以上は、構造は「特定構造建

築士」、設備が「特定設備建築士」が設

計を担当。

【現　行】 施工管理、大学院での研究も認める

【改訂後】 原則、設計業務、工事管理業務に限

定、管理建築士の証明が必要に

【現　行】 建築士自身の判断による努力義務

【改訂後】 一定期間後との講習受講、修了考査の

義務化

瑕 疵 担 保 責 任 履 行 の 実 効 性 の 確 保

建築関係法改定の主な内容

建 築 士 制 度 の 枠 組 み

１ 級 建 築 士 の 受 験 資 格

▼

建 築 士 と し て の 能 力 維 持 ・ 向 上

▼

▼

▼

大
資
本
に
有
利
な

瑕
疵
保
証
制
度
に

耐
震
偽
装
事
件
以
来
、

消
費
者
保
護
の
角
度
か
ら
、

国
は
瑕
疵
担
保
責
任
義
務

づ
け
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
た
。

改
定
案
で
は
、
全
新
築

住
宅
の
売
り
主
に
対
し
、

瑕
疵
保
証
制
度
加
入
を
義

務
づ
け
、
さ
ら
に
、
補
修

の
た
め
の
資
力
確
保
も
義

務
づ
け
る
。
具
体
的
な
制

度
設
計
は
こ
れ
か
ら
だ
が
、

自
動
車
の
自
賠
責
に
当
た

る
「
加
入
義
務
づ
け
を
す

る
最
低
保
障
」
と
「
任
意

で
付
加
保
証
」
の
「
二
階

建
て
方
式
」
に
な
り
そ
う
。

資
力
確
保
に
つ
い
て
は

資
力
の
な
い
中
小
工
務
店

は
保
険
の
活
用
が
ベ
ー
ス

に
な
る
が
、
大
手
住
宅
メ
ー

カ
ー
な
ど
に
は
、
「
供
託
」

「
信
託
」
の
活
用
な
ど
を

認
め
る
方
針
で
、
「
付
加

保
証
」
の
商
品
開
発
に
つ

い
て
も
大
手
に
有
利
な
流

れ
に
な
る
。
消
費
者
は
自

賠
責
し
か
入
れ
な
い
車
よ

り
、
任
意
保
険
も
入
れ
る

車
を
選
び
た
い
の
で
は
。

建
築
士
に
「
更
新
講
習
」

義
務
づ
け

一
級
建
築
士
に
対
し
一

定
期
間
ご
と
の
講
習
と
修

了
考
査
が
義
務
づ
け
ら
れ

る
。
受
講
し
な
か
っ
た
建

築
士
に
は
、
業
務
停
止
な

ど
、
段
階
的
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー

を
科
す
。
受
講
さ
せ
な
い

建
築
士
事
務
所
に
対
し
て

は
「
業
務
改
善
命
令
」
や

「
登
録
取
り
消
し
」
も
行

う
、
等
を
検
討
し
て
お
り
、

事
実
上
の
「
更
新
講
習
」

と
な
り
そ
う
だ
。

「
特
定
建
築
士
制
度
」

の
創
設

構
造
・
設
備
に
つ
い
て

は
一
級
建
築
士
を
ベ
ー
ス

に
、
「
特
定
構
造
建
築
士
」

「
特
定
設
備
建
築
士
」

（
仮
称
）
な
ど
の
新
た
な

資
格
を
作
る
方
向
。
現
有

の
建
築
設
備
士
は
一
級
建

築
士
で
な
い
か
ぎ
り
、
補

助
業
務
し
か
で
き
な
い
。

設
備
設
計
で
は
、
メ
ー
カ
ー

の
社
員
や
設
備
工
事
業
者

に
委
託
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
一
級
建
築
士
を
ベ
ー

ス
に
す
る
こ
と
は
実
際
的

で
は
な
い
。

施
工
管
理
は
実
務
経
験

と
認
め
な
い

受
験
の
た
め
の
実
務
経

験
に
つ
い
て
は
、
「
施
工

管
理
」
は
認
め
ら
れ
ず
、

原
則
「
設
計
事
務
所
で
の

設
計
業
務
」
か
「
設
計
監

理
」
し
か
認
め
ら
れ
な
く

な
り
、
建
築
士
事
務
所
の

管
理
建
築
士
の
証
明
も
必

要
だ
。
「
施
工
管
理
」
が

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
「
リ
フ
ォ
ー
ム
主

体
で
新
築
は
数
年
に
一
度
」

と
い
う
零
細
工
務
店
の
場

合
、
事
実
上
受
験
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

メ
ー
カ
ー
に
有
利
な

審
査
体
制
強
化
へ

現
行
で
は
、
建
築
士
が

設
計
監
理
を
お
こ
な
っ
た

木
造
住
宅
な
ど
の
構
造
耐

力
な
ど
に
関
す
る
審
査
は

省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
を
義
務
付
け
る
方
向
。

同
時
に
、
技
能
・
経
験
や

「
瑕
疵
担
保
責
任
履
行
能

力
」
の
有
無
な
ど
の
一
定

条
件
を
ク
リ
ア
出
来
る
も

の
に
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
の
あ
つ
か
い
と
す
る
。

明
ら
か
に
大
手
の
メ
ー
カ
ー

を
意
識
し
た
特
例
だ
。

す
べ
て
大
資
本
に

有
利
な
内
容
に

一
連
の
見
直
し
は
す
べ

て
大
手
資
本
よ
り
中
小
業

者
に
厳
し
い
内
容
だ
。
国

の
建
設
業
者
整
理
淘
汰
の

方
針
が
こ
れ
ら
の
改
定
の

土
台
に
あ
る
の
は
間
違
い

な
い
。
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耐
震
偽
装
事
件
を
契
機
と
し
た
一
連
の
建
築
行
政
見
直
し
に
つ
い
て
、
国
交
省

は
、
八
月
三
一
日
、
瑕
疵
担
保
資
力
確
保
の
義
務
づ
け
や
、
「
特
定
建
築
士
」
の

創
設
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
最
終
報
告
を
ま
と
め
た
。
関
連
法
改
定
案
が
秋
の
臨
時

国
会
に
提
出
さ
れ
る
見
通
し
だ
。

中小業者が大手に対抗していくた

めには、宣伝などの「攻めの営業」

だけでは足りません。むしろいまま

でのお客さんを「囲い込み」、「リ

ピーター」にする「守りの営業」こ

そ中小業者の主戦場です。このセミ

ナーではお客さんを「囲い込む戦略

を「お得意さんニュース作り」を含

め学習します。

講演①「町場の顧客囲い込み戦略」

日本住宅新聞編集長 宮澤 秀雄氏

講演②「工務店ニュースで

顧客の囲い込みを」

北新建設株式会社 佐藤 良治氏

（前・千葉土建中央執行委員長）

【日 時】10月15日（日）10時～

【場 所】埼玉土建技術研修センター

【参加費】無料


